
 

 

東海理化前バス停の移設について 

 

１ 移設理由 

現在バス停を設置している位置が今年秋頃からの株式会社東海理化の建て替え工事に伴い、

会社への車両出入り口になり、使用できなくなるため。 

 

２ 移設場所 

  大口町豊田三丁目 260地先（既存の東海理化前バス停から東へ 120ｍ） 

 

３ 移設時期 

  令和７年９月中（１０月頃から工事が始まるため） 

 

 

 

４ 事前確認事項 

 令和７年５月３０日   大口町維持管理課（町道の道路管理者） → 支障なし 

 令和７年７月１５日   江南警察署交通課 → 支障なし 

 

 

５ その他 

 道路沿いにガードパイプが設置されているため、既存のバス停はガードパイプの閉鎖、新

規設置箇所はガードパイプの開口がそれぞれ必要となる。 

 

 

 

 

 

 

別紙 ① 



 

 

◆既存バス停の設置箇所 

 
 

 

◆変更後バス停の設置予定箇所 
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